
参考資料（第９３号議案：財政課） 

ふじみ野市手数料条例新旧対照表（第１条関係） 

改正案 現行 

別表(第2条、第5条、第8条関係) 別表(第2条、第5条、第8条関係) 

項 手数料を徴収する事務 単位 手数料の金額 

(略) (略) (略) (略) 

64 建築基準法施行令(昭和25年政令

第338号)第137条の12第11項の規定

に基づく既存建築物の大規模修繕

等の認定の申請に対する審査 

1件につき 27,000円

65 建築基準法施行令第137条の12第

12項の規定に基づく既存建築物の

大規模修繕等の認定の申請に対す

る審査 

1件につき 27,000円

(略) (略) (略) (略) 
 

項 手数料を徴収する事務 単位 手数料の金額 

(略) (略) (略) (略) 

64 建築基準法施行令(昭和25年政令

第338号)第137条の12第6項の規定

に基づく既存建築物の大規模修繕

等の認定の申請に対する審査 

1件につき 27,000円

65 建築基準法施行令第137条の12第

7項の規定に基づく既存建築物の大

規模修繕等の認定の申請に対する

審査 

1件につき 27,000円

(略) (略) (略) (略) 
 

  

 



ふじみ野市手数料条例新旧対照表（第２条関係） 

改正案 現行 

別表(第2条、第5条、第8条関係) 別表(第2条、第5条、第8条関係) 

項 手数料を徴収する事務 単位 手数料の金額 

1 税務関係各種証明 1枚につき 

 

200円

2 地方税法(昭和25年法律第226号)

第382条の2に規定する固定資産課

税台帳の閲覧(同法第416条第3項又

は第419条第8項の規定により公示

した期間において納税義務者の閲

覧に供する場合を除く。)及び同法

第382条の3に規定する固定資産課

税台帳に記載されている事項その

他固定資産税に係る事項の証明 

1枚につき

(償却資産

については 

、1件につ

き) 

200円

(略) (略) (略) (略) 
 

項 手数料を徴収する事務 単位 手数料の金額 

1 税務関係各種証明及び公図の閲

覧 

1枚につき 200円

2 地方税法(昭和25年法律第226号)

第382条の2に規定する固定資産課

税台帳の閲覧(同法第416条第3項又

は第419条第8項の規定により公示

した期間において納税義務者の閲

覧に供する場合を除く。)及び同法

第382条の3に規定する固定資産課

税台帳に記載されている事項その

他固定資産税に係る事項の証明 

6筆又は6棟

ごとにつき

(償却資産

については 

、1件につ

き) 

200円

(略) (略) (略) (略) 
 

  

 


